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新市場区分「スタンダード市場」選択申請に関するお知らせ 

 

当社は、本日の取締役会において、2022年4月4日を移行日とする株式会社東京証券取引所（以下、

「東証」とする。）の新市場区分について、「スタンダード市場」を選択申請することを決議いたしま

したので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

１．新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する判定結果 

   当社は、2021年7月9日付で東証より「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する

一次判定結果について」を受領し、「スタンダード市場」の上場維持基準に適合している旨、また

「プライム市場」の上場維持基準につきましては、流通株式時価総額の項目で基準を充たしてい

ないことを確認しております。 

 

２．「スタンダード市場」選択に至った経緯および企業価値向上に向けた取組み 

   当社のこれまでの株価の推移からすると、「流通株式時価総額100億円以上」という数値は、今

後、業績を回復させることで充たせると考えておりますが、「プライム市場」を選択した場合の経

過措置の期間は、現時点では未定であります。そのような状況下、当社が2020年4月に策定した3

カ年中期経営計画については、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による影響で大きな遅

延が生じております。また、長期的な視点で事業構造改革を進める必要性や、脱炭素社会の実現

のために研究開発投資が必要になることも考慮し、現時点においては、持続的な成長を確実にす

る基盤づくりに注力することが先決であると考え、「スタンダード市場」を選択することを決議い

たしました。 

   しかしながら、この選択に留まることなく、事業ポートフォリオの見直しと収益力向上の施策

に取組むとともに、コーポレートガバナンスの強化、サステナビリティ施策の推進等により、中

長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 

 

株主及びステークホルダーの皆様におかれましては、今後ともご支援、ご指導を賜りますよう

お願い申し上げます。 

以上 


